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一般的な「寄付、遺贈」のお考えをお持ちの方がいらっしゃると、後見活動の中で気づく

ことがあると聞きます。一方、会員の皆さんが当会への寄付についてどのように声掛けした

らよいか悩んでいると聞きます。そこで今回、「寄付、遺贈チラシ」を作成するとともに、

「寄付金等取扱規程」を制定しました。     常務理事 経営企画室長 西沢芳樹 

 

法人市民後見人には克服すべき課題が3つあり、その第1は事業の継続性という課題です。

そして、第２に倫理という課題、第３に良質な担い手の育成という課題があります。特に今

年度は、補助金・助成金頼みの事業運営から脱却し、経営の安定と自立体制を確立すること

が求められ、そのための第１の重点施策に「寄付金などが受けられるような公益性・公共性

の高い団体をめざす」とし、寄付金の受け皿としての「ひまわり基金」「冠基金」の検討と、

使途の透明性に十分注意するとしました。それを受けて、このための規程の制定とチラシの

作成を行いました。 

 

【寄付金等取扱規程】 

寄付、遺贈を行いたい方のご希望に対応して、①匿名または冠（名前付）のご希望、 

②使途特定ご希望の有無に応じて、「一般寄付金」と「特定寄付金」に分けて受け入れます。

「特定寄付金」は使途が特定されている寄付金ですが、５０万円以上の寄付金の場合は「ひ

まわり基金Ｂ」として管理し、冠（名前付）も可能です。また使途特定が無いが５０万円以

上の寄付金で冠（名前付）を希望の場合は、「ひまわり基金Ａ」として管理します。 

以下は整理した一覧表です。 

寄付金名称の分類 
使途希望あり 使途希望なし 

５０万円以上 ５０万円未満 ５０万円以上 ５０万円未満 

冠（名前付）希望 ひまわり基金Ｂ 一般寄付金 ひまわり基金Ａ 一般寄付金 

匿名希望 ひまわり基金Ｂ 一般寄付金 一般寄付金 一般寄付金 

希望なし（匿名取扱） ひまわり基金Ｂ 一般寄付金 一般寄付金 一般寄付金 

 その他、受入基準（寄付金を辞退する場合等）、受領書等の送付、情報公開、個人情報保

護等の規程があります。施行は平成 30 年 11 月 1 日としています。 

今後、寄付者のご希望に応じた形で寄付、遺贈を受けることができるようになりました。 

 

【寄付、遺贈チラシ】 

 一般的な「寄付、遺贈」のお考えをお持ちの方に本チラシをお渡しすることで、担当者が

直接説明しなくとも、当会への寄付、遺贈の場合の税金上のメリット、冠（名前付）寄付金

とすることが可能なこと、資金使途の特定が可能なこと等を、ご理解いただけます。 



（キャッチフレーズ） 

  あなたの「想い」を「寄付、遺贈」でかなえませんか？ 

（訴求ポイント）…詳細説明はチラシを確認してください。 

① 認定 NPO 法人ですので、税制上の優遇措置が受けられます。  

② 匿名または冠（名前付き）基金を選べます。  

③  資金使途を特定することもできます。 

④ 倫理宣言 

 

本チラシを関係者の方々にお渡しして、少しでも関心を示されたら、そのままにせず、 

支部長等にご相談ください。 

 

 

【本部事務所が移転します】 

 かねてからの念願である新しい本部事務所の賃借契約を 10 月 1 日に行いました。現在、

事務所内の整備、収蔵物の移動収納・整理、常駐管理者の確保等の準備を進めています。本

格稼働は 12 月 1 日を予定していますので気軽にお立ち寄りください。電話番号等確定後、

会員の皆様にご案内します。 

（新事務所の住所）〶270-1151 我孫子市本町 3-2-1 アビイマンション 7 階 718 号室 

（我孫子駅南口のイトーヨーカドー入居ビルの高層階） 


